
 

沖縄総合事務局競争参加者資格審査数値算定方針 

 

（平成元年２月１日総会計第２２５号） 

 

（目的） 

第１条　沖縄総合事務局競争参加者選定要領（昭和58年２月１日付け総会計第68　

　号。以下「選定要領」という。）第20条第３項、第21条第２項、第22条第２項　

　の審査数値の算定については、この方針の定めるところによる。 

 

（客観的事項の審査数値） 

第２条　選定要領第20条第３項第１号に規定する客観的事項の審査数値（以下「経

営事項評価点数」という。）について、建設業法第27条の23第３項の経営事項審

査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示（令和４年国土交通省告示第

827号。以下「改正告示」という。）による改正前の建設業法第27条の23第３項の

経営事項審査の項目及び基準を定める件（平成20年国土交通省告示第85号。以下

「旧告示」という。）に基づき建設業法（昭和24年法律第100号）第27条の29第１

項の総合評定値の通知を受けている者及び令和４年12月31日以前に建設業法施

行規則（昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。）第19条の７第２項の

経営規模等評価申請書に準ずる書類を提出した道路清掃作業参加者等（選定要領

第９条に規定する道路清掃作業参加者等をいう。以下同じ。）の経営事項評価点

数は、次の各号に定めるところによる。 

 (1)　選定要領第20条第３項第１号イに掲げる項目（以下「年間平均完成工事高」

　　という。）の点数は、旧告示第二の一の１及び附則の審査の基準により審査し

　　て得られた旧告示別表第一の区分（道路清掃作業参加者等については、これ

　　に準ずる方法により得られた区分）に応じ、別表１の点数の欄に掲げる点数

　　とする。 

 (2)　選定要領第20条第３項第１号ロ及びハに掲げる項目の点数は、希望工事種別

　　に対応する建設工事の種類に係る数値（鋼橋上部工事においては鋼構造物工事

　　に係る数値、プレストレスト・コンクリート工事においては土木一式工事に係

　　る数値、法面処理工事においてはとび・土工・コンクリート工事に係る数値を

　　除く。）のうち最も大きなものを点数とする。この場合において、建設工事の

　　種類に係る数値とは、旧告示第一の三に規定する項目について、旧告示第二の

　　三及び附則の審査の基準により審査して得られた旧告示別表第四及び第五の区

　　分（道路清掃作業参加者等については、これに準ずる方法により得られた

　　区分）に応じて、別表２及び別表３の点数の欄に掲げる点数を算出し、算出

　　された別表２の点数に0.8を乗じ、算出された別表３の点数に0.2を乗じ、その

　　和の点数をいう。 

 (3)　選定要領第20条第３項第１号ニに掲げる項目のうち「自己資本額」及び「平

　　均利益額」の点数は、次の(ｲ)及び(ﾛ)に定めるところにより算出した自己資本

　　額の点数及び平均利益額の点数を合計した点数を２で除した点数とする。 



 

　 (ｲ)　自己資本額の点数は、旧告示別表第二の(１)から(47)までの区分に応じ、

　　　　別表４の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾛ)　平均利益額の点数は、旧告示別表第三の(１)から(37)までの区分に応じ、

　　　　別表５の点数の欄に掲げる点数とする。 

 (4)　選定要領第20条第３項第１号ニに掲げる項目のうち「経営状況」の点数は、

　　旧告示第二の二に定めるところにより算出した数値（小数点以下第３位を四捨

　　五入した数値）に基づき、次の算式によって算定した点数（小数点以下第１位

　　を四捨五入した点数）とする。ただし、当該点数が０に満たない場合は０点と

　　する。 

　　算　式 

　　　167.3×X＋583 

　　　X：旧告示第二の二に定めるところにより算出した数値 

 (5)　選定要領第20条第３項第１号ニに掲げる項目のうち「社会性等」の点数は、

　　次の(ｲ)から(ｦ)までに定めるところにより算出した労働福祉の状況の点数、営

　　業年数の点数、民事再生法又は会社更生法の適用の有無の点数、防災協定締結

　　の有無の点数、法令遵守の状況の点数、監査の受審状況の点数、公認会計士等

　　の点数、研究開発の状況の点数、建設機械の保有状況の点数、国際標準化機　

　　構が定めた規格による登録の状況の点数、若年の技術者及び技能労働者の育成

　　及び確保の状況の点数並びに知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に

　　従事する者の取組の状況の点数を次の算式によって計算した点数とする。 

　　算　式 

　 (ｲ)～(ｦ)の点数の合計点数×10×190／200 

　 (ｲ)　労働福祉の状況の点数は、次の算式によって算出した点数とする。 

　　算　式 

　　　Ｙ１×15－Ｙ２×40 

　　　この式においてＹ１及びＹ２は、それぞれ次の値を表すものとする。 

　　　Ｙ１：選定要領第20条第３項第１号ニに掲げる項目のうち旧告示第一の四の 

　　　　　　１の(４)から(６)までの各項目について加入又は導入をしているとさ 

　　　　　　れたものの数 

　　　Ｙ２：選定要領第20条第３項第１号ニに掲げる項目のうち旧告示第一の四の 

　　　　　　１の(１)から(３)までの各項目について加入をしていないとされたも 

　　　　　　のの数 

　 (ﾛ)　営業年数の点数は、旧告示別表第六の(１)から(31)までの区分に応じ、別

　　　表６の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾊ)　民事再生法又は会社更生法の適用の有無の点数は、旧告示別表第七の(１)

　　　又は(２)の区分に応じ、別表７の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾆ)　防災協定締結の有無の点数は、旧告示別表第八の(１)又は(２)の区分に応

　　　じ、別表８の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾎ)　法令遵守の状況の点数は、旧告示別表第九の(１)から(３)までの区分に応

　　　じ、別表９の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾍ)　監査の受審状況の点数は、旧告示別表第十の(１)から(４)までの区分に応



 

　　　じ、別表10の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾄ)　公認会計士等の点数は､旧告示別表第十一の(１)から(６)までの区分に応

　　　じ､別表11の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾁ)　研究開発の状況の点数は、旧告示別表第十二の(１)から(26)までの区分に

　　　応じ、別表12の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾘ)　建設機械の保有状況の点数は、旧告示別表第十三の(１)から(16)までの区

　　　分に応じ、別表13の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾇ)　国際標準化機構が定めた規格による登録の状況の点数は、旧告示別表第十

　　　四の(１)から(４)までの区分に応じ、別表14の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾙ)　若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の点数は、旧告示別表

　　　第十五の(１)又は(２)の区分に応じ、別表第15の点数の欄に掲げる点数及び

　　　旧告示別表第十六の(１)又は(２)の区分に応じ、別表第16の点数の欄に掲げ

　　　る点数を合計した点数とする。 

　 (ｦ)　知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況

　　　の点数は、旧告示別表第十七の(１)から(11)の区分に応じ、別表17の点数の

　　　欄に掲げる点数とする。 

２　選定要領第21条第２項第１号及び選定要領第22条第２項第１号に規定する経営

　事項評価点数について、旧告示に基づき建設業法第27条の29第１項の総合評定値

　の通知を受けている者の経営事項評価点数は､前項の審査数値を準用する｡ 

 

第２条の２　選定要領第20条第３項第１号に規定する経営事項評価点数について、

　改正告示による改正後の建設業法第27条の23第３項の経営事項審査の項目及び基

　準を定める件（平成20年国土交通省告示第85号。以下「新告示」という。）に基

　づき建設業法第27条の29第１項の総合評定値の通知を受けている者及び令和５

　年１月１日以降に規則第19条の７第２項の経営規模等評価申請書に準ずる書

　類を提出した道路清掃作業参加者等の経営事項評価点数は、次の各号に定める

　ところによる。 

 (1)　年間平均完成工事高の点数は、新告示第二の一の１及び附則の審査の基準に

　　より審査して得られた新告示別表第一の区分（道路清掃作業参加者等につい

　　ては、これに準ずる方法により得られた区分）に応じ、別表１の点数の欄

　　に掲げる点数とする。 

 (2)　選定要領第20条第３項第１号ロ及びハに掲げる項目の点数は、希望工事種別

　　に対応する建設工事の種類に係る数値（鋼橋上部工事においては鋼構造物工事

　　に係る数値、プレストレスト・コンクリート工事においては土木一式工事に係

　　る数値、法面処理工事においてはとび・土工・コンクリート工事に係る数値を

　　除く。）のうち最も大きなものを点数とする。この場合において、建設工事の

　　種類に係る数値とは、新告示第一の三に規定する項目について、新告示第二の

　　三及び附則の審査の基準により審査して得られた新告示別表第四及び第五の区

　　分（道路清掃作業参加者等については、これに準ずる方法により得られた区分）

　　に応じて、別表２及び別表３の点数の欄に掲げる点数を算出し、算出された別



 

　　表２の点数に0.8を乗じ、算出された別表３の点数に0.2を乗じ、その和の点数

　　をいう。 

 (3)　選定要領第20条第３項第１号ニに掲げる項目のうち「自己資本額」及び「平

　　均利益額」の点数は、次の(ｲ)及び(ﾛ)に定めるところにより算出した自己資本

　　額の点数及び平均利益額の点数を合計した点数を２で除した点数とする。 

　 (ｲ)　自己資本額の点数は、新告示別表第二の(１)から(47)までの区分に応じ、

　　　別表４の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾛ)　平均利益額の点数は、新告示別表第三の(１)から(37)までの区分に応じ、

　　　別表５の点数の欄に掲げる点数とする。 

 (4)　選定要領第20条第３項第１号ニに掲げる項目のうち「経営状況」の点数は、

　　新告示第二の二に定めるところにより算出した数値（小数点以下第３位を四捨

　　五入した数値）に基づき、次の算式によって算定した点数（小数点以下第１位

　　を四捨五入した点数）とする。ただし、当該点数が０に満たない場合は０点と

　　する。 

　　算　式 

　　　167.3×X＋583 

　　　X：新告示第二の二に定めるところにより算出した数値 

 (5)　選定要領第20条第３項第１号ニに掲げる項目のうち「社会性等」の点数は、

次の(ｲ)から(ｶ)までに定めるところにより算出した建設工事の担い手の育成及

び確保に関する取組の状況の点数、営業年数の点数、民事再生法又は会社更生

法の適用の有無の点数、防災協定締結の有無の点数、法令遵守の状況の点数、

監査の受審状況の点数、公認会計士等の点数、研究開発の状況の点数、建設機

械の保有状況の点数並びに国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は

登録の状況の点数を次の算式によって計算した点数とする。 

　　算　式 

　 (ｲ)～(ｶ)の点数の合計点数×10×175／200 

　　ただし、令和５年８月13日以前の新告示第一の一の２に規定する審査基準日に

　　おける点数は、次の算式によって計算した点数とする。 

　　(ｲ)～(ｶ)の点数の合計点数×10×190×／200 
　 (ｲ)　建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況のうち、新告示第一

　　　の四の１の(一)から(六)の状況の点数は、次の算式によって算出した点数と

　　　する。 

　　　算　式 

　　　Ｙ１×15－Ｙ２×40 

　　　この式においてＹ１及びＹ２は、それぞれ次の値を表すものとする。 

　　　Ｙ１：選定要領第20条第３項第１号ニに掲げる項目のうち新告示第一の四の 

　　　　　　１の(４)から(６)までの各項目について加入又は導入をしているとさ 

　　　　　　れたものの数 

　　　Ｙ２：選定要領第20条第３項第１号ニに掲げる項目のうち新告示第一の四の 

　　　　　　１の(１)から(３)までの各項目について加入をしていないとされたも 



 

　　　　　　のの数　 

　 (ﾛ)　建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況のうち、若年の技術

　　　者及び技能労働者の育成及び確保の状況の点数は、新告示別表第六の(１)又

　　　は(２)の区分に応じ、別表15の点数の欄に掲げる点数及び新告示別表第七の

　　　(１)又は(２)の区分に応じ、別表第16の点数の欄に掲げる点数を合計した点

　　　数とする。 

　 (ﾊ)　建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況のうち、知識及び技

　　　術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組状況の点数は、新告

　　　示別表第八の(１)から(11)までの区分に応じ、別表17の点数の欄に掲げる点

　　　数とする。 

　 (ﾆ)　建設公示の担い手の育成及び確保に関する取組の状況のうち、ワーク・ラ

　　　イフ・バランスに関する取組状況の点数は、新告示別表第九の(１)から(５)

　　　までの区分に応じ、別表18の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾎ)　建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況のうち、建設工事に

　　　従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況の点数は、新

　　　告示別表第十の(１)から(３)までの区分に応じ、別表19の点数の欄に掲げる

　　　点数とする。 

　 (ﾍ)　営業年数の点数は、新告示別表第十一の(１)から(31)までの区分に応じ、

　　　別表６の点数の欄に掲げる点数とする。 

 　(ﾄ)　民事再生法又は会社更生法の適用の有無の点数は、新告示別表第十二の　

　　　(１)又は(２)の区分に応じ、別表７の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾁ)　防災協定締結の有無の点数は、新告示別表第十三の(１)又は(２)の区分に

　　　応じ、別表８の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾘ)　法令遵守の状況の点数は、新告示別表第十四の(１)から(３)までの区分に

　　　応じ、別表９の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾇ)　監査の受審状況の点数は、新告示別表第十五の(１)から(４)までの区分に

　　　応じ、別表10の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ﾙ)　公認会計士等の点数は､新告示別表第十六の(１)から(６)までの区分に応

　　　じ､別表11の点数の欄に掲げる点数とする。 

　 (ｦ)　研究開発の状況の点数は、新告示別表第十七の(１)から(26)までの区分に

　　　応じ、別表12の点数の欄に掲げる点数とする。 

   (ﾜ)　建設機械の保有状況の点数は、新告示別表第十八の(１)から(16)までの区

　　　分に応じ、別表13の点数の欄に掲げる点数とする。 

   (ｶ)　国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況の点数は、

　　　新告示別表第十九の(１)から(８)までの区分に応じ、別表20の点数の欄に掲

　　　げる点数とする。 

 

２　選定要領第21条第２項第１号及び選定要領第22条第２項第１号に規定する経営

　事項評価点数について、新告示に基づき建設業法第27条の29第１項の総合評定値

　の通知を受けている者の経営事項評価点数は､前項の審査数値を準用する｡ 

 



 

（主観的事項の審査数値） 

第３条　選定要領第20条第３項第２号に規定する主観的事項の審査数値（以下「技

術評価点数」という。）は、次の第１号及び第２号に係る点数を合計して得られ

た点数に対し、別表21の換算係数でべき乗するとともに、別表22の換算係数の欄

に掲げる数値を乗じた点数（小数点以下は切り上げ。）とする。 

 (1)　選定要領第20条第３項第２号イに規定する主観的事項の審査基準日（以下「主

観的事項の審査基準日」という。）の前日までの４年間に完成した工事（沖縄

総合事務局及び国土交通省（地方整備局又は大臣官房官庁営繕部）が発注した

工事で希望工事種別に属する工事に限る。以下「直轄工事」という。）ごとに、

沖縄総合事務局開発建設部（港湾・空港関連を除く）請負工事成績評定要領（平

成13年５月31日付け府開技術第55号）第５、請負工事成績評定要領（平成13年

３月30日付け国官技第92号）第５、官庁営繕部請負工事成績評定要領（平成13

年３月30日付け国営計第87号、国営技第33号）第５及び請負工事成績評定要領

（平成21年3月31日付け国港技第105号の２）第４の工事成績評定表による評定

点合計から65点を控除した点数（当該工事の成績評定を行っていないときは、

０点とする。以下「成績評点」という。）に、当該工事の技術的難易度係数（請

負工事成績評定要領第５の技術的難易度評価表による技術的難易度評価に基づ

き付した別表23の技術的難易度係数の欄に掲げる1.0から2.0までの値をいう。

以下同じ。）、災害対応実績係数（会計法（昭和22年法律第35号）第29条の３第

４項に定める「緊急の必要により競争に付することができない場合」において

随意契約により契約した災害復旧工事については、2.0、これ以外の工事につ

いては、1.0とする。以下同じ。）、工事の請負金額を100万円で除した数値の平

方根、当該工事を発注した沖縄総合事務局及び国土交通省の別、当該工事の請

負金額に応じ別表24の「部局係数」の欄に掲げる数値（以下「部局係数」とい

う｡）、調整係数（調査基準価格を下回る価格で契約した工事であって工事成績

評定表による評定点合計が65点未満の者については、2.0、これ以外の工事に

ついては､1.0とする。以下同じ。）及び実績工事の区分に応じ別表25の「直近

係数」の欄に掲げる数値（以下「直近係数」という。）を乗じた点数のすべて

の直轄工事の和。ただし､技術提案及び施工能力に係る資料（以下「技術提案

等」という｡）を受け付けた工事（契約後ＶＥ方式によるものを除く。）につい

ては、工事ごとに成績評定表による評定点合計から65点を控除した点数（技術

提案等を受け付けたが落札しなかった工事については1.0点）に、当該工事の

技術的難易度係数、工事の請負金額を100万円で除した数値の平方根、部局係

数、得点率（加算点（評価に応じて与えられる得点をいう。）を加算点の満点

で除したもの。ただし､施工能力に係る資料のみを受け付けた工事の場合は0と

する｡）に1.0を加えた数値、調整係数及び直近係数を乗じた点数を当該工事の

点数とする。なお、技術提案等を受け付けたが落札しなかった工事については、

さらに0.5を乗じた点数とする。 

 (2)　主観的事項の審査基準日までの４年間に完成した沖縄県が発注した工事（沖

縄県が発注した工事のうち沖縄総合事務局及び国土交通省（地方整備局又は大

臣官房官庁営繕部）が所掌している工事と同様な希望工事種別に属する工事に



 

限る。以下「沖縄県工事」という。）ごとに、当該工事の成績評点から平均点

を控除した点数（負の値となる場合は０点とする）に、工事の請負金額を100

万円で除した数値の平方根、調整係数及び直近係数を乗じた点数を算出し、す

べての沖縄県工事に係る当該点数を合計し、0.5を乗じた点数とする。 

 (3)　第１号の成績評点が負の値になる場合は、技術的難易度係数を逆数にして当

　　該工事の点数を計算する。 

 (4)　入札を辞退した工事、契約担当官等から入札を無効とされた工事及び入札価

　　格が予定価格を超過した工事については、点数の算出対象としないものとする。 

２　選定要領第21条第２項第２号に規定する主観的事項の審査数値は、次の各号に

　定めるところによる。 

 (1)　選定要領第21条第２項第２号イに掲げる項目（以下「港湾工事用保有船舶の

　　能力」という。）の審査数値は、その能力に応じた別表26の点数欄の点数とす

　　る。 

 (2)　選定要領第21条第２項第２号ロに掲げる項目（以下「港湾・空港工事成績等」

　　という。）の審査数値は、次の各号に定めるところによる。 

　 (ｲ)　主観的事項の審査基準日の前日までの４年間に完成した工事（沖縄総合事

務局又は地方整備局が発注した工事で希望工事種別に属する工事に限る。

以下「対象工事」という。）ごとに、「請負工事成績評定要領の制定につい

て」（平成21年3月31日国港技第105号の２）第４及び「請負工事成績評定要

領の改訂について」（平成21年4月1日府開港建第５７号）の工事成績評定表

による評定点合計から65点を控除した点数（当該工事の成績評定を行って

いないときは、０点とする。以下「成績評点」という。）に、当該工事の技

術的難易度係数（請負工事成績評定要領第５の技術的難易度評価表による

技術的難易度評価に基づき付した別表23の技術的難易度係数の欄に掲げる

1.0から2.0までの値をいう。以下同じ。）、災害対応実績係数、工事の請負

金額を100万円で除した数値の平方根、当該工事を発注した沖縄総合事務局、

他地方整備局の別、当該工事の請負金額に応じ別表27の「部局係数」の欄

に掲げる数値（以下「部局係数」という。）、調整係数（調査基準価格を下

回る価格で契約した工事であって工事成績評定表による評定点合計が65点

未満のものについては、2.0、これ以外の工事については、1.0とする。以

下同じ。）及び評価対象工事の区分に応じ別表25の直近係数を乗じて点数を

算出し、すべての対象工事に係る当該点数を合計して得られた点数（別表 

28において「合計点数」という。）に応じ、別表28の算式により算出した値

を評価点とする。ただし、技術提案等を受け付けた工事（契約後ＶＥ方式

によるものを除く）については、工事ごとに工事成績評定表による評定点

合計から65点を控除した点数（技術提案等を受け付けたが落札しなかった

工事については1.0点）に、当該工事の技術的難易度係数、工事の請負金額

を100万円で除した数値の平方根、部局係数、得点率（加算点（評価に応じ

て与えられた得点をいう。）を加算点の満点で除したもの。ただし､施工能

力に係る資料のみを受け付けた工事の場合は0とする｡）に1.0を加えた数値、

調整係数及び直近係数を乗じた点数を当該工事の点数とする。なお、技術



 

提案等を受け付けたが落札しなかった工事については、さらに0.5を乗じた

点数とする。 

  　　　なお、共同企業体が完成した工事に係る希望工事区分ごとの点数は、当該

　　　共同企業体の各構成員の点数として取り扱うことができるものとする。 

　 (ﾛ)　成績評定が負の値になる場合は、技術的難易度係数を逆数にして当該工事

　　　の点数を計算する。 

　 (ﾊ)　入札を辞退した工事、契約担当官等から入札を無効とされた工事及び入札

　　　価格が予定価格を超過した工事、契約解除された工事については、点数の算

　　　定対象としないものとする。 

 (3)　選定要領第21条第２項第２号ハに掲げる項目（以下「港湾・空港工事技術　

　　者等」という。）の審査数値は、次の各号に定めるところとする。 

　　専門技術者数、新技術等の開発実績 

      イ　一般社団法人日本海上起重技術協会の行う「登録海上起重基幹技能者」 

　　　　又は「海上起重作業管理技士」の認定試験に合格し、登録を受けている専

　　　　門技術者数に応じて、別表29の点数欄の点数とする。 

      ロ　一般財団法人沿岸技術研究センターの行う「港湾関連民間技術の確認審

　　　　査・評価事業」に登録（評価証の有効期限５年）及び更新している技術案

　　　　件数に応じた別表30の点数欄の点数とする。 

３　選定要領第22条第２項第２号に規定する主観的事項の審査数値は、次の各号に

　定めるところによる。 

 (1)　選定要領第22条第2項第2号イに掲げる項目（以下「専門技術者数」という。）

　　の審査数値は、別表31により算定した点数とする。 

 (2)　選定要領第22条第2項第2号ロに掲げる項目（以下「工事成績」という。）の

　　審査数値は、別表32により算定した点数とする。  

 

（合併等により新たに設立された会社等の特例） 

第４条　合併等により新たに設立された会社等の審査数値の算定については、第２

　条及び第３条の規定によるほか、本条の定めるところによる。 

２　合併により、新たに設立された会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。 

 (1)　合併により新たに会社が設立された場合における新設会社（以下「合併新設

　　会社」という。）又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社

　　（以下「合併存続会社」という。） 

 (2)　親会社がその営業（建設業）の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、

　　子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部

　　門の営業活動が廃止され、又は休止される場合における子会社 

 (3)　新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業（建設業）の全部又は一

　　部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社（以下「承継譲渡会社」と

　　いう。）の当該営業部門の営業活動が廃止され又は休止された場合における新

　　設会社（以下「承継譲受会社」という。） 

 (4)　既存の建設業者が他の建設業者から営業（建設業）の全部又は一部を譲り受

　　けたことにより当該営業を譲渡した建設業者（以下「譲渡業者」という。）の



 

　　当該営業部門の営業活動が廃止され又は休止された場合における当該営業を譲

　　り受けた建設業者（以下「譲受業者」という。） 

（5） 営業（建設業）の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割（以

　　下「分割）という。）を行った会社（以下「分割会社」という。）の当該営業

　　部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した

　　会社（分割承継会社） 

３　２に掲げる会社等の技術評価点数の算定方法は次の(1)及び(2)に定めるところ

　による。 

 (1)　合併新設会社又は合併存続会社にあっては、それぞれの合併前の合併当事会

　　社を一つの会社とみなした場合の第３条に規定する対象工事をもって算定す　

　　る。 

 (2)　子会社、承継譲受会社、譲受業者又は分割承継会社にあっては、親会社、承

　　継譲渡会社、譲渡業者又は分割会社からの譲受又は分割にかかる営業部門に属

　　する工事を第３条に規定する対象工事に含まないものとして算定する。ただし、

　　営業（建設業）の全部を譲り受け又は分割により承継した場合等、資格審査等

　　の取扱いにおいて合併と同等とみなし得る場合にあっては、親会社と子会社、

　　承継譲渡会社と承継譲受会社、譲渡業者と譲受業者、又は分割会社と分割承継

　　会社を一つの会社とみなした場合の第３条に規定する対象工事をもって算定す

　　る。 

４　有資格者（選定要領第８条の規定により一般競争参加資格があると認定された

　もの）又はこれと同等と認められる者の間の合併による合併新設会社又は合併存

　続会社並びに営業（建設業）の全部を譲受けた場合等、資格審査等の取扱いにお

　いて合併と同等とみなし得る子会社、承継譲受会社又は譲受業者の３(1)及び(2)

　但し書きに掲げる算定方法が適用される工事種別の経営事項評価点数及び技術評

　価点数は、それぞれ第２条及び第３条の規定に基づき算定した経営事項評価点数

　及び技術評価点数に、合併後又は営業譲受等の後主観的事項の審査基準日までの

　期間（以下「合併後の期間」という。）が３年未満である場合は、当該経営事項

　評価点数及び技術評価点数の15％に相当する点数（その点数に少数部分があると

　きは、これを切り捨てた点数）を、合併後の期間が３年以上５年未満である場合

　は、当該経営事項評価点数及び技術評価点数の10％に相当する点数（その点数に

　少数部分があるときは、これを切り捨てた点数）を加えて算定するものとする。

　ただし、等級区分が設けられている工事種別にあっては、合併前の合併当事会社

　並びに営業譲受前の親会社と子会社、承継譲渡会社と承継譲受会社又は譲渡業者

　と譲受会社が同一の等級若しくは直近の等級に認定されている場合又は、これと

　同等と認められる場合に限る。 

５　親会社、承継譲渡会社又は譲渡業者又は分割会社の技術評価点数の算定方法に

　ついては、３(2)の規定に準じて算定する。 

 

（事業協同組合の特例） 

第５条　事業協同組合（中小企業等協同組合法「昭和24年法律第181号」に基づく

　事業協同組合をいう。以下同じ。）で、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受



 

　け、かつ、本条の規定による特例の適用を希望する旨の申し出をしたものの審査

　数値の算定については、第２条及び第３条の規定によるほか、次の各号に定める

　ところによる。 

 (1)　年間平均完成工事高は、当該事業協同組合及び審査対象者の合計とする。 

 (2)　技術職員数は、当該事業協同組合及び審査対象者の合計とし、営業年数は、

　　当該事業協同組合及び審査対象者の平均値によるものとする。 

 (3)　自己資本額及び建設業総職員数は、当該事業協同組合及び審査対象者のそれ

　　ぞれの合計とする。 

 (4)　経営状況分析は、当該事業協同組合及び審査対象者の平均値（小数点以下第

　　１位を四捨五入した数値）とする。 

 (5)　その他の審査項目は、当該事業協同組合及び審査対象者の平均値（小数点以

　　下第１位を四捨五入した数値）とする。 

 (6)　工事成績、特別な工事の経歴及び港湾・空港工事成績は、審査対象者ごとに

　　算定した数値の合計を、それぞれ全審査対象者の数で除して得た数値（小数点

　　以下第１位を四捨五入した数値）とする。この場合において、当該事業協同組

　　合に完成した工事があるときは、当該事業協同組合を１審査対象者とみなすも

　　のとする。 

２　前項の申し出は、事業協同組合が次の各号に該当する者のうちから当該事業協

　同組合の希望工事種別ごとに審査対象者を指定して行うものとする。 

 (1)　当該事業協同組合の組合員であること。 

 (2)　当該事業協同組合の理事又は当該事業協同組合の理事が役員になっている法

　　人であること。 

 (3)　当該希望工事種別に属する工事を施工することについて建設業法（昭和24年

　　法律第100号）第３条の規定による許可を受けている者であること。 

 (4)　選定要領第９条及び第10条の規定による有資格者としない者に該当しない者

　　であること。 

 

（協業組合の特例） 

第６条　協業組合（中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）に

　基づく協業組合をいう。以下同じ。）の経営事項評価点数及び技術評価点数の算

　定方法に関する特例については、次項及び第３項に定めるところによるものとす

　る。 

２　その設立から主観的事項の審査基準日の前日までの期間が24箇月以上の協業組

　合であって前回の主観的事項の審査基準日以降に新たに組合員の加入があったも

　の（以下「新規組合員加入組合」という。）については、選定要領第20条第３項

　第２号イ及びロに掲げる各項目の点数の算定に当たり、新規加入の組合員の完成

　工事を新規組合員加入組合の完成工事とみなすものとする。 

３　その設立から主観的事項の審査基準日の前日までの期間が24箇月に満たない協

　業組合であって主観的事項の審査基準日の前日までの４年間において工事を完成

　した組合員があるものについては、選定要領第20条第３項第２号イ及びロに掲げ

　る各項目の点数は、組合及び当該組合員ごとに第３条の規定により算定した点数



 

　の和を当該組合員の数に１を加えた数（組合に主観的事項の審査基準日の前日ま

　での４年間に完成した工事がないときは、当該組合員の数）で除して得た点数（小

　数点以下第１位を四捨五入した点数）とする。 

４　協業組合の客観的事項の審査及び等級の格付けを行うにあたっては、当該協業

　組合の初期の事業をなし得るに至るまでの相当期間、その協業の態様、協調の度

　合等を勘案して客観的事項について算定した点数（以下「客観点数」という。）

　及び特別事項について算定した点数（以下「特別点数」という。）について、お

　おむね15％の範囲内でプラスに調整することができるものとする。 

  　なお、当分の間、当該協業組合が施工実績に著しく劣る場合を除き、客観点数

　及び特別点数について、それぞれ10％プラスに調整できるものとする。 

５　企業組合（中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）による企業組合を

　いう。）の客観点数及び特別点数の算定方法は、前項の規定に準ずるものとする。 

 

（共同企業体の特例） 

第７条　共同企業体の審査数値の算定については、第２条及び第３条の規定による

　ほか、次の各項各号に定めるところによる。なお、構成員が新告示に基づき建設

　業法第27条の29第１項の総合評定値の通知を受けている者及び令和５年１月１

　日以降に規則第19条の７第２項の経営規模等評価申請書に準ずる書類を提出し

　た道路清掃作業参加者等である場合は、第２条を第２条の２と読み替えるものと

　する。 

 (1)　年間平均完成工事高、自己資本額及び建設業総職員数は、各構成員のそれぞ

　　れの合計とする。 

 (2)　経営状況分析に係る評点は、各構成員について算出される経営状況分析得点

　　の平均値（小数点以下第１位四捨五入）によるものとする。 

 (3)　技術力の審査は、許可を受けた建設業の種類ごとに算出した各構成員の技術

　　職員数値のそれぞれの和を用いて行うものとする。 

 (4)　保有船舶の能力は、各構成員の能力の合計とする。 

 (5)　その他の審査項目は、各構成員のその他の審査項目の平均値とする。 

 (6)　共同企業体の工事施工能力に関する主観的事項の審査は、前年度の完成工事

　　の成績を評定して行うものとする。 

 (7)　経常建設共同企業体の等級格付けを定めるにあたっては、合併等に関する合

　　理的な計画が提出され、真に企業合併等に寄与すると認められる経常建設共同

　　企業体については、客観的事項について算定した点数及び主観的事項について

　　算定した点数を10%を基本に合理的と認められる範囲でプラスに調整すること

　　ができるものとし、これ以外の経常建設共同企業体については、客観点数及び

　　主観点数の調整は行わないものとする。 

２　選定要領第20条第３項第１号イに掲げる項目の点数は、希望工事種別における

　各構成員ごとの年間平均完成工事高の和を第２条第１項の規定により算定した点

　数。 

３　選定要領第20条第３項第１号二に掲げる項目のうち自己資本額及び平均利益額

　の点数は、各構成員ごとの自己資本額及び平均利益額の和を第２条第１項第３号



 

　の規定により算出し、算出されたそれぞれの点数の和を２で除した点数。 

４　選定要領第20条第３項第１号二に掲げる項目のうち経営状況の点数は、各構成

　員ごとそれぞれに第２条第４項の規定により算出し、それぞれ算出した点数の和

　を全構成員の数で除して得た点数（小数点以下第１位を四捨五入した点数）とす

　る。 

５　選定要領第20条第３項第１号ロ及びハに掲げる項目の点数は、希望工事種別に

　おける各構成員ごとの技術職員の和及び建設工事の種類別年間平均元請完成工事

　高の和を第２条第１項第２号の規定によりそれぞれ算出した点数に、技術職員の

　点数については、0.8を乗じたものと、建設工事の種類別年間平均元請完成工事

　高の点数については、0.2を乗じたものとの和を点数とする。 

６　選定要領第20条第３項第１号ニに掲げる項目のうち社会性等の点数は、各構成

　員ごとに第２条第５項の規定により算定し、それぞれの点数の和を全構成員の数

　で除して得た点数（小数点以下第１位を四捨五入した点数）とする。 

７　選定要領第20条第３項第２号に掲げる項目の点数は、各構成員ごとに第３条の

　規定により算定した点数の和を全構成員の数で除して得た点数（小数点以下第１

　位を四捨五入した点数）とする。 

８　特定建設工事共同企業体の等級格付けにおいて、資格審査を受けようとする特

　定建設工事共同企業体数が指名しようとする特定建設工事共同企業体数と同一か

　それ以下となる場合等特定建設工事共同企業体としての審査数値の算定が不要な

　場合には、次の各号の定めるところによる。 

 (1)　構成員の等級格付けが異なる場合：上位の構成員の格付け 

 (2)　構成員の等級格付けが同一の場合：当該構成員の格付け 

 

（測量等契約における総合点数） 

第８条　選定要領第24条第１項に掲げる総合点数は別表33の点数の欄に掲げる点数

　とする。 

 

（等級の格付け） 

第９条　選定要領第21条第１項、第22条第１項に規定する競争参加申請者の等級の

　格付けは、総合審査数値に基づき別表34により行うものとする。 

 

附　　　則 

１　この方針は、平成元年２月１日から施行する。                             

２　沖縄総合事務局競争参加者選定要領第９条に定める共同企業体取扱方針（昭和

　59年２月１日付け総会計第65号）は、廃止する。 

 

       　                       附　　　則 

１  この方針は、平成５年５月１日から施行する。 

 

       　                       附　　　則 

１  この方針は、平成６年12月20日から施行する。 



 

 

       　                       附　　　則 

１  この方針は、平成11年４月１日から施行する。 

 

       　                       附　　　則 

１  この方針は、平成13年４月１日から施行する。 

 

                                附　　　則 

１  この方針は、平成22年４月１日から施行する。 

 

                                附　　　則  

１　この方針は、平成２３年４月１日から施行する。 

２　この方針は、平成２３年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理につ

　いて適用する。 

 

                                附　　　則  

１　この方針は、平成２５年４月１日から施行する。 

２　この方針は、平成２５年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理につ

　いて適用する。 

 

                                附　　　則 

１　この方針は、平成２７年４月１日から施行する。 

２　この方針は、平成２７年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理につ

いて適用する。 

 

                                附　　　則 

１　この方針は、平成２９年４月１日から施行する。 

２　この方針は、平成２９年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理につ

いて適用する。 

 

                                附　　　則 

１　この方針は、平成３０年４月１日から施行する。 

２　この方針は、平成３０年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理につ

いて適用する。 

 

                                附　　　則 

１　この方針は、平成３１年４月１日から施行する。 

２　この方針は、平成３１年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理につ

いて適用する。 

 

                                     附　　　則 



 

１　この方針は、令和２年４月１日から施行する。 

２　この方針は、令和２年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理につい

て適用する。 

 

                　　　　　　　　　　  附　　　則 

１　この方針は、令和３年４月１日から施行する。 

２　この方針は、令和３年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理につい

て適用する。 

 

   　　　　　　　　　　　　　　　　　附　　　則 

１　この方針は、令和５年４月１日から施行する。 

２　この方針は、令和５年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理につい

て適用する。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　附　　　則 

１　この方針は、令和７年４月１日から施行する。 

２　この方針は、令和７年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理につい

て適用する。 



別表１

点数
項目

2,309 1,000 億円以上

114 × （年間平均完成工事高） ÷ 20,000,000 ＋ 1,739 800 億円 〃 1,000 億円未満

101 × （年間平均完成工事高） ÷ 20,000,000 ＋ 1,791 600 億円 〃 800 億円 〃

88 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000,000 ＋ 1,566 500 億円 〃 600 億円 〃

89 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000,000 ＋ 1,561 400 億円 〃 500 億円 〃

89 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000,000 ＋ 1,561 300 億円 〃 400 億円 〃

75 × （年間平均完成工事高） ÷ 5,000,000 ＋ 1,378 250 億円 〃 300 億円 〃

76 × （年間平均完成工事高） ÷ 5,000,000 ＋ 1,373 200 億円 〃 250 億円 〃

76 × （年間平均完成工事高） ÷ 5,000,000 ＋ 1,373 150 億円 〃 200 億円 〃

64 × （年間平均完成工事高） ÷ 3,000,000 ＋ 1,281 120 億円 〃 150 億円 〃

62 × （年間平均完成工事高） ÷ 2,000,000 ＋ 1,165 100 億円 〃 120 億円 〃

64 × （年間平均完成工事高） ÷ 2,000,000 ＋ 1,155 80 億円 〃 100 億円 〃

50 × （年間平均完成工事高） ÷ 2,000,000 ＋ 1,211 60 億円 〃 80 億円 〃

51 × （年間平均完成工事高） ÷ 1,000,000 ＋ 1,055 50 億円 〃 60 億円 〃

51 × （年間平均完成工事高） ÷ 1,000,000 ＋ 1,055 40 億円 〃 50 億円 〃

50 × （年間平均完成工事高） ÷ 1,000,000 ＋ 1,059 30 億円 〃 40 億円 〃

51 × （年間平均完成工事高） ÷ 500,000 ＋ 903 25 億円 〃 30 億円 〃

39 × （年間平均完成工事高） ÷ 500,000 ＋ 963 20 億円 〃 25 億円 〃

36 × （年間平均完成工事高） ÷ 500,000 ＋ 975 15 億円 〃 20 億円 〃

38 × （年間平均完成工事高） ÷ 300,000 ＋ 893 12 億円 〃 15 億円 〃

39 × （年間平均完成工事高） ÷ 200,000 ＋ 811 10 億円 〃 12 億円 〃

38 × （年間平均完成工事高） ÷ 200,000 ＋ 816 8 億円 〃 10 億円 〃

25 × （年間平均完成工事高） ÷ 200,000 ＋ 868 6 億円 〃 8 億円 〃

25 × （年間平均完成工事高） ÷ 100,000 ＋ 793 5 億円 〃 6 億円 〃

34 × （年間平均完成工事高） ÷ 100,000 ＋ 748 4 億円 〃 5 億円 〃

42 × （年間平均完成工事高） ÷ 100,000 ＋ 716 3 億円 〃 4 億円 〃

24 × （年間平均完成工事高） ÷ 50,000 ＋ 698 2.5 億円 〃 3 億円 〃

28 × （年間平均完成工事高） ÷ 50,000 ＋ 678 2 億円 〃 2.5 億円 〃

34 × （年間平均完成工事高） ÷ 50,000 ＋ 654 1.5 億円 〃 2 億円 〃

26 × （年間平均完成工事高） ÷ 30,000 ＋ 626 1.2 億円 〃 1.5 億円 〃

19 × （年間平均完成工事高） ÷ 20,000 ＋ 616 1 億円 〃 1.2 億円 〃

22 × （年間平均完成工事高） ÷ 20,000 ＋ 601 8 千万円 〃 1 億円 〃

28 × （年間平均完成工事高） ÷ 20,000 ＋ 577 6 千万円 〃 8 千万円 〃

16 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000 ＋ 565 5 千万円 〃 6 千万円 〃

19 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000 ＋ 550 4 千万円 〃 5 千万円 〃

24 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000 ＋ 530 3 千万円 〃 4 千万円 〃

13 × （年間平均完成工事高） ÷ 5,000 ＋ 524 2.5 千万円 〃 3 千万円 〃

16 × （年間平均完成工事高） ÷ 5,000 ＋ 509 2 千万円 〃 2.5 千万円 〃

20 × （年間平均完成工事高） ÷ 5,000 ＋ 493 1.5 千万円 〃 2 千万円 〃

14 × （年間平均完成工事高） ÷ 3,000 ＋ 483 1.2 千万円 〃 1.5 千万円 〃

11 × （年間平均完成工事高） ÷ 2,000 ＋ 473 1 千万円 〃 1.2 千万円 〃

131 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000 ＋ 397 1 千万円 〃 

（注１） 年間平均完成工事高に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

（注２） 点数に小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。

年間平均完成工事高



別表２

点数 項目

2,335 15,500 以上

62 × （技術職員数値） ÷ 3,570 ＋ 2,065 11,930  〃 15,500 未満

63 × （技術職員数値） ÷ 2,750 ＋ 1,998 9,180  〃 11,930  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 2,120 ＋ 1,939 7,060  〃 9,180  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 1,630 ＋ 1,876 5,430  〃 7,060  〃

63 × （技術職員数値） ÷ 1,250 ＋ 1,808 4,180  〃 5,430  〃

63 × （技術職員数値） ÷ 970 ＋ 1,747 3,210  〃 4,180  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 740 ＋ 1,686 2,470  〃 3,210  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 570 ＋ 1,624 1,900  〃 2,470  〃

63 × （技術職員数値） ÷ 440 ＋ 1,558 1,460  〃 1,900  〃

63 × （技術職員数値） ÷ 330 ＋ 1,488 1,130  〃 1,460  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 260 ＋ 1,434 870  〃 1,130  〃

63 × （技術職員数値） ÷ 200 ＋ 1,367 670  〃 870  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 160 ＋ 1,318 510  〃 670  〃

63 × （技術職員数値） ÷ 120 ＋ 1,247 390  〃 510  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 90 ＋ 1,183 300  〃 390  〃

63 × （技術職員数値） ÷ 70 ＋ 1,119 230  〃 300  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 50 ＋ 1,040 180  〃 230  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 40 ＋ 984 140  〃 180  〃

63 × （技術職員数値） ÷ 30 ＋ 907 110  〃 140  〃

63 × （技術職員数値） ÷ 25 ＋ 860 85  〃 110  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 20 ＋ 810 65  〃 85  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 15 ＋ 742 50  〃 65  〃

63 × （技術職員数値） ÷ 10 ＋ 633 40  〃 50  〃

63 × （技術職員数値） ÷ 10 ＋ 633 30  〃 40  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 10 ＋ 636 20  〃 30  〃

63 × （技術職員数値） ÷ 5 ＋ 508 15  〃 20  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 5 ＋ 511 10  〃 15  〃

63 × （技術職員数値） ÷ 5 ＋ 509 5  〃 10  〃

62 × （技術職員数値） ÷ 5 ＋ 510 5  〃

（注１）点数に小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。

技術職員数値



別表３

点数
項目

2,865 1,000 億円以上

119 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 20,000,000 ＋ 2,270 800 億円 〃 1,000 億円未満

145 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 20,000,000 ＋ 2,166 600 億円 〃 800 億円 〃

87 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 10,000,000 ＋ 2,079 500 億円 〃 600 億円 〃

104 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 10,000,000 ＋ 1,994 400 億円 〃 500 億円 〃

126 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 10,000,000 ＋ 1,906 300 億円 〃 400 億円 〃

76 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 5,000,000 ＋ 1,828 250 億円 〃 300 億円 〃

90 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 5,000,000 ＋ 1,758 200 億円 〃 250 億円 〃

110 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 5,000,000 ＋ 1,678 150 億円 〃 200 億円 〃

81 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 3,000,000 ＋ 1,603 120 億円 〃 150 億円 〃

63 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 2,000,000 ＋ 1,549 100 億円 〃 120 億円 〃

75 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 2,000,000 ＋ 1,489 80 億円 〃 100 億円 〃

92 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 2,000,000 ＋ 1,421 60 億円 〃 80 億円 〃

55 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 1,000,000 ＋ 1,367 50 億円 〃 60 億円 〃

66 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 1,000,000 ＋ 1,312 40 億円 〃 50 億円 〃

79 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 1,000,000 ＋ 1,260 30 億円 〃 40 億円 〃

48 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 500,000 ＋ 1,209 25 億円 〃 30 億円 〃

57 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 500,000 ＋ 1,164 20 億円 〃 25 億円 〃

70 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 500,000 ＋ 1,112 15 億円 〃 20 億円 〃

50 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 300,000 ＋ 1,072 12 億円 〃 15 億円 〃

41 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 200,000 ＋ 1,026 10 億円 〃 12 億円 〃

47 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 200,000 ＋ 996 8 億円 〃 10 億円 〃

57 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 200,000 ＋ 956 6 億円 〃 8 億円 〃

36 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 100,000 ＋ 911 5 億円 〃 6 億円 〃

40 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 100,000 ＋ 891 4 億円 〃 5 億円 〃

51 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 100,000 ＋ 847 3 億円 〃 4 億円 〃

30 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 50,000 ＋ 820 2.5 億円 〃 3 億円 〃

35 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 50,000 ＋ 795 2 億円 〃 2.5 億円 〃

45 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 50,000 ＋ 755 1.5 億円 〃 2 億円 〃

32 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 30,000 ＋ 730 1.2 億円 〃 1.5 億円 〃

26 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 20,000 ＋ 702 1 億円 〃 1.2 億円 〃

29 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 20,000 ＋ 687 8 千万円 〃 1 億円 〃

36 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 20,000 ＋ 659 6 千万円 〃 8 千万円 〃

22 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 10,000 ＋ 635 5 千万円 〃 6 千万円 〃

27 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 10,000 ＋ 610 4 千万円 〃 5 千万円 〃

31 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 10,000 ＋ 594 3 千万円 〃 4 千万円 〃

19 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 5,000 ＋ 573 2.5 千万円 〃 3 千万円 〃

23 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 5,000 ＋ 553 2 千万円 〃 2.5 千万円 〃

28 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 5,000 ＋ 533 1.5 千万円 〃 2 千万円 〃

19 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 3,000 ＋ 522 1.2 千万円 〃 1.5 千万円 〃

16 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 2,000 ＋ 502 1 千万円 〃 1.2 千万円 〃

341 × （年間平均元請完成工事高） ÷ 10,000 ＋ 241 1 千万円 〃

（注１） 点数に小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。

年間平均元請完成工事高



別表４

点数
項目

2,114 3,000 億円以上

63 × （自己資本額） ÷ 50,000,000 ＋ 1,736 2,500 億円 〃 3,000 億円未満

73 × （自己資本額） ÷ 50,000,000 ＋ 1,686 2,000 億円 〃 2,500 億円 〃

91 × （自己資本額） ÷ 50,000,000 ＋ 1,614 1,500 億円 〃 2,000 億円 〃

66 × （自己資本額） ÷ 30,000,000 ＋ 1,557 1,200 億円 〃 1,500 億円 〃

53 × （自己資本額） ÷ 20,000,000 ＋ 1,503 1,000 億円 〃 1,200 億円 〃

61 × （自己資本額） ÷ 20,000,000 ＋ 1,463 800 億円 〃 1,000 億円 〃

75 × （自己資本額） ÷ 20,000,000 ＋ 1,407 600 億円 〃 800 億円 〃

46 × （自己資本額） ÷ 10,000,000 ＋ 1,356 500 億円 〃 600 億円 〃

53 × （自己資本額） ÷ 10,000,000 ＋ 1,321 400 億円 〃 500 億円 〃

66 × （自己資本額） ÷ 10,000,000 ＋ 1,269 300 億円 〃 400 億円 〃

39 × （自己資本額） ÷ 5,000,000 ＋ 1,233 250 億円 〃 300 億円 〃

47 × （自己資本額） ÷ 5,000,000 ＋ 1,193 200 億円 〃 250 億円 〃

57 × （自己資本額） ÷ 5,000,000 ＋ 1,153 150 億円 〃 200 億円 〃

42 × （自己資本額） ÷ 3,000,000 ＋ 1,114 120 億円 〃 150 億円 〃

33 × （自己資本額） ÷ 2,000,000 ＋ 1,084 100 億円 〃 120 億円 〃

39 × （自己資本額） ÷ 2,000,000 ＋ 1,054 80 億円 〃 100 億円 〃

47 × （自己資本額） ÷ 2,000,000 ＋ 1,022 60 億円 〃 80 億円 〃

29 × （自己資本額） ÷ 1,000,000 ＋ 989 50 億円 〃 60 億円 〃

34 × （自己資本額） ÷ 1,000,000 ＋ 964 40 億円 〃 50 億円 〃

41 × （自己資本額） ÷ 1,000,000 ＋ 936 30 億円 〃 40 億円 〃

25 × （自己資本額） ÷ 500,000 ＋ 909 25 億円 〃 30 億円 〃

29 × （自己資本額） ÷ 500,000 ＋ 889 20 億円 〃 25 億円 〃

36 × （自己資本額） ÷ 500,000 ＋ 861 15 億円 〃 20 億円 〃

27 × （自己資本額） ÷ 300,000 ＋ 834 12 億円 〃 15 億円 〃

21 × （自己資本額） ÷ 200,000 ＋ 816 10 億円 〃 12 億円 〃

24 × （自己資本額） ÷ 200,000 ＋ 801 8 億円 〃 10 億円 〃

30 × （自己資本額） ÷ 200,000 ＋ 777 6 億円 〃 8 億円 〃

18 × （自己資本額） ÷ 100,000 ＋ 759 5 億円 〃 6 億円 〃

21 × （自己資本額） ÷ 100,000 ＋ 744 4 億円 〃 5 億円 〃

27 × （自己資本額） ÷ 100,000 ＋ 720 3 億円 〃 4 億円 〃

15 × （自己資本額） ÷ 50,000 ＋ 711 2.5 億円 〃 3 億円 〃

19 × （自己資本額） ÷ 50,000 ＋ 691 2 億円 〃 2.5 億円 〃

23 × （自己資本額） ÷ 50,000 ＋ 675 1.5 億円 〃 2 億円 〃

16 × （自己資本額） ÷ 30,000 ＋ 664 1.2 億円 〃 1.5 億円 〃

13 × （自己資本額） ÷ 20,000 ＋ 650 1 億円 〃 1.2 億円 〃

16 × （自己資本額） ÷ 20,000 ＋ 635 8 千万円 〃 1 億円 〃

19 × （自己資本額） ÷ 20,000 ＋ 623 6 千万円 〃 8 千万円 〃

11 × （自己資本額） ÷ 10,000 ＋ 614 5 千万円 〃 6 千万円 〃

14 × （自己資本額） ÷ 10,000 ＋ 599 4 千万円 〃 5 千万円 〃

16 × （自己資本額） ÷ 10,000 ＋ 591 3 千万円 〃 4 千万円 〃

10 × （自己資本額） ÷ 5,000 ＋ 579 2.5 千万円 〃 3 千万円 〃

12 × （自己資本額） ÷ 5,000 ＋ 569 2 千万円 〃 2.5 千万円 〃

14 × （自己資本額） ÷ 5,000 ＋ 561 1.5 千万円 〃 2 千万円 〃

11 × （自己資本額） ÷ 3,000 ＋ 548 1.2 千万円 〃 1.5 千万円 〃

8 × （自己資本額） ÷ 2,000 ＋ 544 1 千万円 〃 1.2 千万円 〃

223 × （自己資本額） ÷ 10,000 ＋ 361 1 千万円 〃

（注１） 点数に小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。

自己資本の額又は平均自己資本額



別表５

点数
項目

2,447 300 億円以上

134 ×（平均利益額）÷ 5,000,000 ＋ 1,643 250 億円 〃 300 億円未満

151 ×（平均利益額）÷ 5,000,000 ＋ 1,558 200 億円 〃 250 億円 〃

175 ×（平均利益額）÷ 5,000,000 ＋ 1,462 150 億円 〃 200 億円 〃

123 ×（平均利益額）÷ 3,000,000 ＋ 1,372 120 億円 〃 150 億円 〃

93 ×（平均利益額）÷ 2,000,000 ＋ 1,306 100 億円 〃 120 億円 〃

104 ×（平均利益額）÷ 2,000,000 ＋ 1,251 80 億円 〃 100 億円 〃

122 ×（平均利益額）÷ 2,000,000 ＋ 1,179 60 億円 〃 80 億円 〃

70 ×（平均利益額）÷ 1,000,000 ＋ 1,125 50 億円 〃 60 億円 〃

79 ×（平均利益額）÷ 1,000,000 ＋ 1,080 40 億円 〃 50 億円 〃

92 ×（平均利益額）÷ 1,000,000 ＋ 1,028 30 億円 〃 40 億円 〃

54 ×（平均利益額）÷ 500,000 ＋ 980 25 億円 〃 30 億円 〃

60 ×（平均利益額）÷ 500,000 ＋ 950 20 億円 〃 25 億円 〃

70 ×（平均利益額）÷ 500,000 ＋ 910 15 億円 〃 20 億円 〃

48 ×（平均利益額）÷ 300,000 ＋ 880 12 億円 〃 15 億円 〃

37 ×（平均利益額）÷ 200,000 ＋ 850 10 億円 〃 12 億円 〃

42 ×（平均利益額）÷ 200,000 ＋ 825 8 億円 〃 10 億円 〃

48 ×（平均利益額）÷ 200,000 ＋ 801 6 億円 〃 8 億円 〃

28 ×（平均利益額）÷ 100,000 ＋ 777 5 億円 〃 6 億円 〃

32 ×（平均利益額）÷ 100,000 ＋ 757 4 億円 〃 5 億円 〃

37 ×（平均利益額）÷ 100,000 ＋ 737 3 億円 〃 4 億円 〃

21 ×（平均利益額）÷ 50,000 ＋ 722 2.5 億円 〃 3 億円 〃

24 ×（平均利益額）÷ 50,000 ＋ 707 2 億円 〃 2.5 億円 〃

27 ×（平均利益額）÷ 50,000 ＋ 695 1.5 億円 〃 2 億円 〃

20 ×（平均利益額）÷ 30,000 ＋ 676 1.2 億円 〃 1.5 億円 〃

15 ×（平均利益額）÷ 20,000 ＋ 666 1 億円 〃 1.2 億円 〃

16 ×（平均利益額）÷ 20,000 ＋ 661 8 千万円 〃 1 億円 〃

19 ×（平均利益額）÷ 20,000 ＋ 649 6 千万円 〃 8 千万円 〃

12 ×（平均利益額）÷ 10,000 ＋ 634 5 千万円 〃 6 千万円 〃

12 ×（平均利益額）÷ 10,000 ＋ 634 4 千万円 〃 5 千万円 〃

15 ×（平均利益額）÷ 10,000 ＋ 622 3 千万円 〃 4 千万円 〃

8 ×（平均利益額）÷ 5,000 ＋ 619 2.5 千万円 〃 3 千万円 〃

10 ×（平均利益額）÷ 5,000 ＋ 609 2 千万円 〃 2.5 千万円 〃

11 ×（平均利益額）÷ 5,000 ＋ 605 1.5 千万円 〃 2 千万円 〃

7 ×（平均利益額）÷ 3,000 ＋ 603 1.2 千万円 〃 1.5 千万円 〃

6 ×（平均利益額）÷ 2,000 ＋ 595 1 千万円 〃 1.2 千万円 〃

78 ×（平均利益額）÷ 10,000 ＋ 547 1 千万円 〃

（注１） 点数に小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。

平　均　利　益　額



別表６

35 年 以上 60 25 年 40 15 年 20 5 年 以下 0

34 年 58 24 年 38 14 年 18

33 年 56 23 年 36 13 年 16

32 年 54 22 年 34 12 年 14

31 年 52 21 年 32 11 年 12

30 年 50 20 年 30 10 年 10

29 年 48 19 年 28 9 年 8

28 年 46 18 年 26 8 年 6

27 年 44 17 年 24 7 年 4

26 年 42 16 年 22 6 年 2

別表７

0

-60

別表８

20

0

別表９

0

-15

-30

別表１０

20

10

2

0

防災協定締結の有無 点　　　　　数

営業年数 点数 営業年数

民事再生法又は会社更生法の適用の有無

有

無

点　　　　　数

営業年数 点数 点数営業年数 点数

有

無

監査の受審状況 点　　　　　数

無

経理処理の適正を確認した旨の書類の提出

会計参与の設置

会計監査法人の設置

点　　　　　数

営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合

指示をされた場合

無

法令遵守の状況



別表１１

項目

年間平均 評点

完成工事高

600 億円以上 13.6 以上 10.8 以上 7.2 以上 5.2 以上 2.8 以上

13.6 未満 10.8 未満 7.2 未満 5.2 未満 2.8 未満

150 億円以上 8.8 以上 6.8 以上 4.8 以上 2.8 以上 1.6 以上

600 億円未満 8.8 未満 6.8 未満 4.8 未満 2.8 未満 1.6 未満

40 億円以上 4.4 以上 3.2 以上 2.4 以上 1.2 以上 0.8 以上

150 億円未満 4.4 未満 3.2 未満 2.4 未満 1.2 未満 0.8 未満

10 億円以上 2.4 以上 1.6 以上 1.2 以上 0.8 以上 0.4 以上

40 億円未満 2.4 未満 1.6 未満 1.2 未満 0.8 未満 0.4 未満

1 億円以上 1.2 以上 0.8 以上 0.4 以上

10 億円未満 1.2 未満 0.8 未満 － － 0

1 億円未満 0.4 以上 － － － － 0

2 0

公認会計士等数値

10 8 6 4



別表１２

100 億円以上 25

75 億円 〃 100 億円未満 24

50 億円 〃 75 億円 〃 23

30 億円 〃 50 億円 〃 22

20 億円 〃 30 億円 〃 21

19 億円 〃 20 億円 〃 20

18 億円 〃 19 億円 〃 19

17 億円 〃 18 億円 〃 18

16 億円 〃 17 億円 〃 17

15 億円 〃 16 億円 〃 16

14 億円 〃 15 億円 〃 15

13 億円 〃 14 億円 〃 14

12 億円 〃 13 億円 〃 13

11 億円 〃 12 億円 〃 12

10 億円 〃 11 億円 〃 11

9 億円 〃 10 億円 〃 10

8 億円 〃 9 億円 〃 9

7 億円 〃 8 億円 〃 8

6 億円 〃 7 億円 〃 7

5 億円 〃 6 億円 〃 6

4 億円 〃 5 億円 〃 5

3 億円 〃 4 億円 〃 4

2 億円 〃 3 億円 〃 3

1 億円 〃 2 億円 〃 2

0.5 億円 〃 1 億円 〃 1

0.5 億円 〃 0

平均研究開発費の額 点　　　　　数



別表１３

15 台以上 15

14 台 15

13 台 14

12 台 14

11 台 13

10 台 13

9 台 12

8 台 12

7 台 11

6 台 10

5 台 9

4 台 8

3 台 7

2 台 6

1 台 5

0 台 0

別表１４

10

5

5

0

別表１５

別表１６

第9001号の登録

建設機械の所有及びリース台数 点　　　　　数

国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 点　　　　　数

第9001号及び第14001号の登録

第14001号の登録

無

若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況

0
1

点数

15％未満
15％以上

新規若年技術職員の育成及び確保の状況 点数
1％以上 1
1％未満 0



　別表１７

区分 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況    点 　数

（１） 　　　　　　　１ ０ 10

（２）      ９以上　　 １０未満 9

（３）      ８以上　　　 ９未満 8

（４）      ７以上　　　 ８未満 7

（５）      ６以上　　 　７未満 6

（６）      ５以上　　 　６未満 5

（７）      ４以上　　 　５未満 4

（８）      ３以上　　 　４未満 3

（９）      ２以上　　 　３未満 2

（１０）      １以上　　 　２未満 1

（１１）      　　　　　 　１未満 0



別表１８

プラチナくるみん認定を取得
(1) 5

区分 ワーク ・ ライフ・バランスに関する取組の状況

プラチナえるぼし認定を取得

点  数

区分(１)に非該当かつえるぼし認定(３段階目)を取得

区分(１)に非該当かつユースエール認定を取得
(2) 4

(5) 取得無 0

(3)

区分(１)又は(２)に非該当かつえるぼし認定 （２段階目） を取得

3区分(１)又は(２)に非該当かつく るみん認定を取得

区分(１)又は(２)に非該当かつトライく るみん認定を取得

(4) 区分(１)、 (２)及び(３)に非該当かつえるぼし認定(１段階目)を取得 2



別表１９

(1) 全ての建設工事で実施 15

 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために
点数

区分 必要な措置の実施状況

(2) 全ての公共工事で実施 10

(3) 該当せず 0



別表２０

10

5

5

3

0

10

5

  点  数区分
国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は

登録の状況

(1)
エコアクショ ン21の認証並びに国際標準化機構

第9001号及び第14001の登録

(2) 国際標準化機構第9001号及び第14001号の登録

(3)
エコアクション21の認証及び

8
国際標準化機構第9001号の登録

(7) エコアクショ ン21の認証

(8) 該当無

(4)
エコアクション21の認証及び

国際標準化機構第14001号の登録

(5) 国際標準化機構第9001号の登録

(6) 国際標準化機構第14001号の登録



別表２１

別表２２

上記以外の工種区分 599.15

建築 610.06

電気設備 611.08

暖冷房衛生設備 698.30

一般土木 535.43

アスファルト舗装 474.55

造園 473.05

暖冷房衛生設備 0.10819

上記以外の工種区分 0.10850

工事種別 換算係数

造園 0.12871

建築 0.13089

電気設備 0.12707

工事種別 換算係数

一般土木 0.11262

アスファルト舗装 0.12876



別表２３

技術的難易度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

技術的難易度係数 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.0



別表２４

部局係数

0.5

別表２５

国土交通省（地方支
分部局、官庁営繕部）
が発注した工事

２億円以上 1.0

２億円未満

工事請負金額

沖縄総合事務局が
発注した工事

全工事 1.0

実績工事 直近係数

　直近2年以内の完成工事 2.0

　直近2年超4年以内の完成工事 1.0



別表２６

（１）港湾土木工事

156 143 130 117 104 91 78 65 52 39 26 13
2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 400
m3/h ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ m3/h
以上 2,399 2,199 1,999 1,799 1,599 1,399 1,199 999 799 599 未満
900 825 750 675 600 525 450 375 300 225 150 150
ｔ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ t

以上 899 824 749 674 599 524 449 374 299 224 未満
5,000 4,167 3,334 2,500 1,667 1,667
m3/h ～ ～ ～ ～ m3/h
以上 4,999 4,166 3,333 2,499 未満

1,200 1,000 800 600 400 400
PS ～ ～ ～ ～ PS

以上 1,199 999 799 599 未満
25,000 20,833 16,667 12,500 8,334 8,334

ｔ積 ～ ～ ～ ～ ｔ積
以上 24,999 20,832 16,666 12,499 未満
8.0 6.7 5.4 4.0 2.7 2.7
隻 ～ ～ ～ ～ 隻

以上 7.9 6.6 5.3 3.9 未満
6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 2.0
隻 ～ ～ ～ ～ 隻

以上 5.9 4.9 3.9 2.9 未満
6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 1.0
隻 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 隻

以上 5.9 5.4 4.9 4.4 3.9 3.4 2.9 2.4 1.9 1.4 未満
6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 2.0
隻 ～ ～ ～ ～ 隻

以上 5.9 4.9 3.9 2.9 未満

（２）港湾等しゅんせつ工事

213 196 178 160 142 124 107 89 71 53 36 18
2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 400
m3/h ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ m3/h
以上 2,399 2,199 1,999 1,799 1,599 1,399 1,199 999 799 599 未満

5,000 4,167 3,334 2,500 1,667 1,667
m3/h ～ ～ ～ ～ m3/h
以上 4,999 4,166 3,333 2,499 未満

6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 1.0
隻 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 隻

以上 5.9 5.4 4.9 4.4 3.9 3.4 2.9 2.4 1.9 1.4 未満

環境性能
の高い作

業船

環境性能
の高い作

業船
隻数 213

掘削力 浚渫船
公称
能力 213

揚土力 揚土船 〃 107

環境性能
の高い作

業船

環境性能
の高い作

業船
〃 156

その他
砂撒船、ﾄﾚ
ﾐｰ船、ｺﾝｸﾘｰ
ﾄﾐｷｻｰ船

〃 78

能　力 内　　容
評価
項目

満点
点　　　　数

地盤
改良力

地盤改良
船

隻数 78 固化材プラント船を含む

砕岩力 砕岩船 〃 78
砕岩専用船のみ（グラ
ブ浚渫船等との兼用船
は含まない）

杭打力 杭打船
主機
馬力

78

製作力
ｹｰｿﾝ製作
用台船

揚荷
能力

78

クレーン付台船を含む

揚土力 揚土船
公称
能力

78
リクレーマ船、バージ
アンローダー船、圧送
船を含む

掘削力 浚渫船
公称
能力

156

築造力
起重機船
（15t吊以
上）

吊荷重 156

備　考能　力 内　　容
評価
項目

満点
点　　　　数



別表２７

（１）空港等土木工事、港湾土木工事、港湾等しゅんせつ工事

部局係数

沖縄総合事務局が発注した工事 全工事 1.0

沖縄総合事務局以外が発注した工事 2.5 億円以上 1.0

0.9 億円以上 2.5 億円未満 0.5

0.9 億円未満 0.2

（２）空港等舗装工事

部局係数

沖縄総合事務局が発注した工事 全工事 1.0

沖縄総合事務局以外が発注した工事 1.2 億円以上 1.0

0.5 億円以上 1.2 億円未満 0.5

0.5 億円未満 0.2

（３）港湾等鋼構造物工事

部局係数

沖縄総合事務局が発注した工事 全工事 1.0

沖縄総合事務局以外が発注した工事 0.37 億円以上 1.0

0.37 億円未満 0.5

工事請負金額

工事請負金額

工事請負金額



別表２８

　算式　換算係数×合計点数＾log2

換算係数は下表のとおり

換算係数

空港等土木工事 40.8665

港湾土木工事 29.4745

港湾等しゅんせつ工事 41.9127

空港等舗装工事 43.5378

港湾等鋼構造物工事 52.2545



別表２９

（１）港湾土木工事

点　数 点　数

35 人以上 563 17 人 274

34 人 547 16 人 257

33 人 531 15 人 241

32 人 515 14 人 225

31 人 499 13 人 209

30 人 483 12 人 193

29 人 467 11 人 177

28 人 451 10 人 161

27 人 434 9 人 145

26 人 418 8 人 129

25 人 402 7 人 113

24 人 386 6 人 97

23 人 370 5 人 80

22 人 354 4 人 64

21 人 338 3 人 48

20 人 322 2 人 32

19 人 306 1 人 16

18 人 290 0 人 0

（２）港湾等しゅんせつ工事

点　数 点　数

35 人以上 493 17 人 239

34 人 478 16 人 225

33 人 464 15 人 211

32 人 450 14 人 197

31 人 436 13 人 183

30 人 422 12 人 169

29 人 408 11 人 155

28 人 394 10 人 141

27 人 380 9 人 127

26 人 366 8 人 113

25 人 352 7 人 99

24 人 338 6 人 84

23 人 324 5 人 70

22 人 310 4 人 56

21 人 296 3 人 42

20 人 281 2 人 28

19 人 267 1 人 14

18 人 253 0 人 0

専門技術者数 専門技術者数

専門技術者数 専門技術者数



別表３０

（１）港湾土木工事

点数

8 件以上 188

7 件 164

6 件 141

5 件 117

4 件 94

3 件 70

2 件 47

1 件 23

0 件 0

（２）港湾等しゅんせつ工事

点数

8 件以上 164

7 件 144

6 件 123

5 件 103

4 件 82

3 件 62

2 件 41

1 件 21

0 件 0

技術案件数

技術案件数



別表３１

専門技術者数の審査数値　算定式
（①＋②）×４＋③×２　≦ ５０点
　　　　 　①：技術士補（農業土木又は農業農村工学部門）の人数
　　　 　　②：畑地かんがい技士の人数
　　　 　　③：畑地かんがい技士補の人数



別表３２

工事成績の審査数値

算定式：

（＊1　）：

（＊1　）：

（＊1-1）：

（＊1-2）：

（＊1-3）：

（＊1-4）：

（＊1-5）：

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
0 0.12 0.24 0.36 0.48 0.6

（＊1-6）：

（＊2　）：

（＊3　）：

契約後ＶＥ
（入札後契約前Ｖ
Ｅを含む）

提案採用　（δ３）
ＶＥ提案が採用された場合は、ＶＥ評
定値＝Ⅰ～Ⅵに応じて評価点５点～３
０点を付与

管内対象工事１件 Ａ×１

「ＶＥ提案評価点」δ＝δ１＋δ２＋δ３
ＶＥ提案評価点は、１件当たり６０点、１企業当たり２００点を限度とする。

ＶＥ方式 落札の有無 評定値等
入札時ＶＥ 落札者　（δ１）

ＶＥ評定値＝Ⅰ～Ⅵに応じて評価点１
０点～６０点を付与

不落札者　（δ２）
ＶＥ提案したが落札出来なかった場合
もＶＥ評定結果に応じて、一律、優１
５点、良１０点、可５点を付与

管　内 算定式 備　考
管内対象工事４件以上有り Ａ×４ Ａは管内の付与算定値の平均
管内対象工事３件 Ａ×３
管内対象工事２件 Ａ×２

「工事件数に応じた管内工事の倍率」

Ｃ＝「管内工事の１件当たり工事成績付与数値の平均」（＊１）
　　　　　　×「工事件数に応じた管内工事の倍率」（＊２）
　　　　　　　　　　　　＋∑「ＶＥ提案評価点」（＊３）

「１件工事当たりの工事成績付与数値」＝
　　[工事成績評定点]（＊1-1）×｛１．０＋[基本割増]（＊1-2）
　　　×[工事規模補正]（＊1-3）＋[優良工事表彰割増]（＊1-4）
　　　　＋[技術的難易度割増]（＊1-5）＋[直近工事割増]（＊1-6）｝

主観的事項の審査基準日の前日までの４年間に完成した１件の請負金額が２５
０万円以上の工事（沖縄総合事務局農林水産部が発注した工事に限る。）を対
象とする。

国債工事における[工事成績評定点]は、中間年においては既済部分検査時評定
点、最終年は完成検査時評定点とする。

[基本割増]＝（[工事成績評定点]－６５）／３５
工事成績評定点が６５点で０、１００点で１．０とする比例配分による割増数
値とする。ただし、工事成績評定点が６５点未満は工事実績から除く。

[工事規模補正]＝　（３Ｘ＋１１．７）／７．２
　・請負金額　Ｘ≦０．９億円のとき　２．０
　　　　　　　Ｘ≧８．１億円のとき　５．０
ただし、請負金額は、ＪＶ工事の場合は出資比率で按分した額によるものと
し、国債工事中間年度の場合は毎年度の出来型金額による。

[優良工事表彰割増]＝ ０．５（農林水産大臣表彰）
　　　　　　　　　　 ０．３（農村振興局長表彰）
 　　　　　　　　　　０．１（沖縄総合事務局長表彰）

[技術的難易度割増] ＝０．１２（ｙ－１．０）
　　　　　　　 ＊ｙ＝技術的難易度＝Ⅰ～Ⅵ＝１．０～６．０
技術的難易度評定がⅠで０、Ⅵで０．６とする比例配分による割増数値とす
る。

技術的難易度
技術的難易度

[直近工事割増]
直近２年以内の工事　　０．５
主観的事項の審査基準日の前日までの２年間以内に完成した工事　　０．５



 

　別表３３（第８条関係） 

 

            ３３－１ 

       年　間　平　均　実　績　高    点 　数

   ２０億円以上      ３０

   １０億円以上　　  　　２０億円未満      ２５

   　５億円以上          １０億円未満      ２０

     １億円以上　　　　  　５億円未満      １５

                           １億円未満      １０

 

 

 

            ３３－２ 

       自　己　資　本　額　数　値    点 　数

  

 　　　１０以上      ３０

  

　   　５以上          １０未満      ２０

  

　　　　　　　　　　　　 ５未満      １０

 

        　    自己資本額の点数は、自己資本額を年間平均実績高で除し、１００を 

乗じて得た数値（自己資本額数値）に応じた点数とする。 

　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ３３－３

   　　　　　　　　　　　　　有　　資　　格　　者

業　種　区　分   　　　　　　　　Α  　　　　　　　　Β

測　　　量  測量法（昭和24年法律第 188号）によ  測量法による測量士補の登録を受けて 

 る測量士の登録を受けている者  いる者（測量士の登録を受けている者 

 を除く。)

建築関係建設コ  建築士法（昭和25年法律第202 号）に  建築士法による２級建築士の免許を受 

サルタント業務  よる構造設計１級建築士証の交付を受  けた者（１級建築士の免許を受けた者 

 けている者、設備設計１級建築士証の交  を除く。）、社団法人日本建築積算協 

 付を受けている者（構造設計１級建築士  会の行う建築積算資格者試験に合格

 証又は設備設計1級建築士証の交付を受 し、登録を受けている者 

けている者を除く）及び建築士法施行規

則(昭和25年建設省令第38号）第17条の2

1の建築設備士を受けている者

土木関係建設コ  技術士法（昭和58年法律第25号）によ  建設業法（昭和24年法律第100 号）に 

サルタント業務  る第２次試験のうち技術部門を機械部  よる技術検定のうち検定種目を１級の 

 門 （選択科目を機械設計、流体工学又  土木施工管理とするものに合格した者 

は交通・物流機械及び建設機械とするも  、計量法（平成４年法律第51号）によ 

のに限る。） 、電気電子部門、建設部  る計量士（環境計量士（濃度関係）及 

門、農業部門（選択科目を農業土木とす  び環境計量士（騒音・振動関係）に限 

るものに限る。）、森林部門（選択科目  る。）の登録を受けている者、電気事 

を森林土木とするものに限る。）水産部  業法（昭和39年法律第170 号）による 

門（選択科目を水産土木とするものに限  第１種電気主任技術者免状の交付を受 

る。）、情報工学部門若しくは応用理学  けている者、電気通信事業法（昭和59 

部門（選択科目を地質とするものに限  年法律第86号）による第１種伝送交換 

る。）に合格、又は総合技術監理部門  主任技術者資格者証の交付を受けてい 

（選択科目を上記各部門の選択科目(電  る者及び線路主任技術者資格者証の交 

気電子部門、建設部門及び情報工学部門  付を受けている者並びに社団法人建設 

にあってはそれぞれいずれかの選択科  コンサルタンツ協会の行うＲＣＣＭ資 

目）とするものに限る。）に合格し、同  格試験に合格し、登録を受けている者

法による登録を受けている者、アジア太

平洋経済協力（APEC）が取りまとめた

「APECエンジニア・マニュアル」に基づ

き、日本政府と諸国内に設立したモニタ

リング委員会に登録され、かつ追加審査

が必要な場合にはそれに合格している者

地質調査業務  技術士法による第２次試験のうち技術  社団法人全国地質調査業協会連合会の 

 部門を建設部門（選択科目を土質及び  行う地質調査技師資格検定試験に合 

 基礎とするものに限る。）又は応用理  格し、登録を受けている者

 学部門（選択科目を地質とするものに 

 限る。）とするものに合格し、又は総

合技術監理部門（選択科目を上記各部門

の選択科目とするものに限る。）に合格

し、同法による登録を受けている者

補償関係コンサ  不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 

ルタント業務  38年法律第152 号）による不動産鑑定 

 士の登録を受けている者、土地家屋調 

 査士法（昭和25年法律第228 号）によ 

 る土地家屋調査士の登録を受けている 



 

 者、司法書士法（昭和25年法律第197 

 号）による司法書士の登録を受けてい 

 る者、社団法人日本補償コンサルタン 

 ト協会の付与する補償業務管理士の資 

 格を有し、登録を受けている者 

 Ａ欄に掲げる者の数に５を、同じくＢ欄に掲げる者の数に２をそれぞれ乗じて得た数値を合計した 

 数値（別表３３－４において「合計数値」という。）に応じ、別表３３－４の点数の欄に掲げる点 

 数とする。 

 

 

 

            ３３－４ 

　　　 合　　　計　　　数　　　値　　　    点 　数

  　 １１０        ～      ３０

   　　６５　　　　～　　　　１０９      ２５

   　  ４０　　　　～　　　　　６４      ２０

       １５　　　　～　　　　　３９      １５

                   ～　　　　　１４      １０

 

 

 

 

            ３３－５ 

　　　 営　　　業　　　年　　　数　　　    点 　数

 　 　３５年以上      ３０

  　　２５年以上       ３５年未満      ２５

   　 １５年以上       ２５年未満      ２０

        ５年以上       １５年未満      １５

                         ５年未満      １０

 

 

 



別表３４

（１）港湾・空港工事

工事区分

等級

1,250 点以上 1,350 点以上 1,100 点以上 1,050 点以上 900 点以上

900 点以上 900 点以上 800 点以上 900 点以上 900 点未満

1,250 点未満 1,350 点未満 1,100 点未満 1,050 点未満

900 点未満 900 点未満 800 点未満 900 点未満

（２）農林工事

工事区分

等級

1,470 点以上 1,570 点以上

820 点以上 850 点以上

1,470 点未満 1,570 点未満

700 点以上 700 点以上

820 点未満 850 点未満

700 点未満 700 点未満

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｂ

Ｃ －

農林土木工事 農林建築工事

Ａ

空港等土木工事 港湾土木工事
港湾等しゅん

せつ工事
空港等舗装工事

港湾等鋼構造物
工事

Ａ


